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5.大学教員の養成 (大学院､大学院における訓練)

大学教授資格取得のための特別の課程が設けられているわけではない｡ボローニヤ ･プロセス

にともな う新 しい学習課程では､大学教員を目指す者は､学士､修士､博士の各課程を経て､博

士号を取得する｡その後､学術協力者､ジュニアプロフェッサー (任期付)等を経て､教授に就

任する｡学術協力者､ジュニアプロフェッサー等の経験を通 して､教授学等の教育的資質が酒養

される｡大学教授資格の付与にあたり教育的資質を有 しているかが判定される｡

6.大学教員の任用 (採用主体 ･手続､公募/指名､選考方法､採用の一般的な基準)

6-1.任用に至る一般的な流れ

各州､各大学による相違はあるが､おおむね次のような順序で行われる19｡

① 招聴手続きは公募から始まる｡雑誌､インターネット等に掲載される｡

② 招聴委員会 (Berufungskommission)が設けられ､同委員会は､公募に応 じた者のなかか

ら､適任 と思われる候補者 (複数)を選ぶ｡

③ 招聴委員会は､プレゼンテーション (公開講演)の場を設定し､候補者は当該専門分野にお

ける研究について発表する｡そのあと､招聴委員会は､候補者 と面談する｡

④ ③をもとに招聴委員会は､通例候補者を3名に絞 り､順位 と所見 (Gutachten)を付 した招

聴提案文書を作成する｡

⑤ 聴提案文書は､学部教授会､大学評議会等の承認を経て､州文部省に提出される｡

⑥ 文部省は､通例 1位の者を教授に任命する (リス トの順位にとらわれず任命できる)｡ 第

一候補者が招碑を辞退する場合は､第二候補者､第三候補者に打診 される｡ すべての候補

者が辞退 した場合は振 り出しに戻る｡

なお､最終的な任命権については､州により異なる｡学長を任命権者 としている州もある｡

特記すべき点と次のような事柄が挙げられるであろう20｡

･公募義務 (Ausschreibungspflicht)がある｡

･同一学内からの招聴 (Hausberufung)は､理由のある特別の場合に限り認められる21｡

･招碑のための手続きに要する期間 (Verfahrensdauer)は､6か月から 2年間である｡ もっと

長 くかかることもある｡

19以下の記述にあたっては､前掲注(16)の "academics.de"の中から特に Hubrath′M.(2011)を参照｡

20同上｡

21たとえば､ヘッセン州大学法は ｢同一大学の構成員の任命は､理由のある特別の場合にのみ考慮されることができる｣ (第

72条第 3項)と規定している｡

5 大学教員の養成 (大学院､大学院における訓練)

大学数授資格取4号のための特別の秋程が設けられているわけではない｡ボローニヤ ･プロセス

にともなう新 しい学習課程では､大学教員をEl指す者は､学士､修士､博士の各祝程を経て､博

士号を放縦する.その後､学術協力者､ジュニアプロフェッサー (任糊付)等を経て､教授に就

任する｡学術協力省､ジュニアプロフェッサー等の経験を通 して､教授学等の教育的資質が滴壌

されるO大学教授資格の付与にあたり教育的資質を有 しているかが判定される｡

6 大学教員の任用 (採用主体 ･手続､公募/指名､選考方法､採用の一般的な基準)

6-1 任用に至る一般的な流れ

各州.各大学による相速はあるが､おおむね次のような順序で行われる19｡

(D 招恥手紋きは公雄から始まる｡雑誌､インターネット等に掲服される｡

② 招哨委員会 (BerufungskommlSSIOn)が設けられ､同委員会は､公掛 こ応 じた者のなかか

ら､適任と思われる候補名 (複数)を選ぶO

(参 招聴委員会は､プレゼンテーション (公開言辞演)の場を設定し､候補者は当雷亥専門分野にお

ける研究について発穀する｡そのあと､招聴香13会は､候補者と而鉄する｡

伝) ③をもとに招聴委員会は､通例候補者を3名に絞 り､順位と所見 (Gutachten)を付 した相

職位祭文むを作成する｡

(参 聴従秦文掛 ま､学部教授会､大学評伐会等の承認を経て､州文部省に投出される｡

⑥ 文部省は､通例 1位の者を教授に任命する (リス トの順位にとらわれず任命できる)｡第

-候補者が招恥を辞退する場合は､第二候補者､第三候補者に打診される｡すべての候補

者が辞退した等E合は振り出しに戻るo

なお､瓜終的な任命権については､州により異なる｡学長を任命権者としている州もあるo

特記すべき点と次のような事柄が挙げられるであろう20｡

･公多芸虫耕 (AusschrelbungspfllCht)がある｡

･同一学内からの招職 (Hausberufung)は､埋由のある特別の場合に限り認められる21｡

･招職のための手㌫三きに安する期間 (Verfahrensdauer)は､6か月から2年問である｡もっと

長くかかることもある｡

19以下の記述にあたっては､前掲注116)の a｡adenn｡～de"のEPから矧こHub'ath.M (2011)を参軌

･1､LLIL,

21たとx.ば,へyセ/州大)+法は ｢同一大+の構成且の任命=ま,矧llのある特別の舶合にのみ考催されることができる｣ (節

72魚卵3項)と規定している｡

5 大学教員の養成 (大学院､大学院における訓練)

大学教授資格取鞘のための特別の秋程が設けられているわけではない｡ボローニヤ ･プロセス

にともなう新しい学習瓢程では､大学教LiをEl指す名は､学士､修士,博士の各瓢桂を経て､博

士号を収碍する.その後､学術協力者､ジュニアプロフェッサー (任糊付)等を経て､教授に就

任する｡学術協力者､ジュニアプロフェッサー等の経験を通 して､教授学等の教育的資質が滴壌

されるD大学教授資格の付与にあたり教育的資質を有 しているかが判定される8

6 大学教員の任用 (採用主体 ･手続､公募/指名､選考方法､採用の一般的な基準)

6-1 任用に至る一般的な流れ

各州､各大学による相速はあるが､おおむね次のような順序で行われる19｡

① 招僻事就きは公募):から始まる｡雑誌､インターネット等に掲服される｡

② 招聯委員会 (Berufungskomml島SIOn)がfrLi5('Lけられ､同委員会は､公hyに応 じた者のなかか

ら､適任と思われる候補者 (複数)を選ぶ.

③ 招聴委員会は､プレゼンテーション (公開冨井淡)の場を設定し､険祁者は当該専門分野にお

ける研究について発袈する｡そのあと､招鵜委員会は､候補者と而鉄する｡

① ③をもとに招聴委員会は､通例恢柵者を3名に絞 り､順位と所見 (Gutachten)を付 した栢

職位祭文P_ほ 作成するO

⑤ 聴従秦文革‡は､学部教授会､大学評議会等の承認を経て､州文部省に投出される｡

⑥ 文部省は,通例 1位の者を教授に任命する (リス トの順位にとらわれず任命できる)｡第

-候補者が招恥を辞退する場合は.第二候補者､第三候補者に打診 される｡すべての候郁

者が辞退した場合は振り出しに戻るb

なお､瓜終的な任命権については､州により男なる｡学長を任命権者としている州もある.

特記すべき点と次のような事柄が挙げられるであろう20｡
･公多芸森務 (AusschrelbungspfllCht)がある｡

･同一学内からの招聴 (Hausberufung)は､理由のある特別の場合に限り認められる21｡

･招碑のための手続きに要する期間 (Verfahrensdauer)は､6か月から2年間である｡ もっと

良くかかることもある｡

19以下の記述にあたっては.鮒粘江116)の a｡adenlE｡～deトの中から矧こHub'ath.M (2011)%参鵜｡

h､Ll1i.

72魚卵3項)と規定している｡
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･招聴委員会 (Berufungskommission)は､過半数は教授が占めるが､中間層である学術職員

の代表､学生の代表も入る｡ 審議権のみもつ者 として男女同権担当官｡場合によっては､障

害者代表､外部の専門家､他学部の構成員､前任者が加わることもある｡

･招聴委員会以外の専門家に所見書の作成を依頼する｡

･プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 形 態 と し て は ､ 授 業 の 実 演 (Durchftihrung einer

Lehrveranstaltung)､自分の教育､研究コンセプ トの披露などがある｡ ア ドホックなプレゼ

ンテーション (その場で与えられるテーマで)を課せ られる場合もある｡ プレゼンテーショ

ンに引き続いて聴衆 とのディスカッションがある｡ そのあと､招聴委員会による非公開の面

談がある｡

･従来は､ ｢大学に対して権限を有する機関｣ (文部省)が､最終的な任命権をもっていたが､

近年の動向として､任命権限が学長に移行 しつつある (表 11を参照)｡

表 11 教授任命の管轄権

BW W3の教授 :大学 W4の教授 :州首相 NⅠ 大学

BY 大学 NW 大学

BE 大学 RP W3の教授 :大臣2) W4の教授 :州首相

BB 学術 .研究 .文化省 SL 経済 .学術省

HB 大学 SN 学術 .文化省

HH ハンブルク人事局 1) ST 大学

HE 大学 SH 大学

MV 教育 .学術 .文化省 TH 文部省

注1) ハンブルクの人事案件を所管する官庁

2) 教育 ･学術 ･青少年 ･文化省

(凡例) BW =バーデン ･ヴユルテンベルク､BY=バイエルン､BE=ベル リン､BB=ブラン

デンブルク､HB=ブレーメン､HH=ハンブルク､HE=-ツセン､MV=メクレンブルク ･

フォアボンメルン､NI=ニーダーザクセン､NW =ノル トライン ･ヴェス トファーレン､RP=

ラインラン ト･プフアルツ､SL=ザールラント､SN=ザクセン､ST=ザクセン ･アンハル ト､

SH=シュレースヴィヒ ･ホルシュタイン､TH=テユーリンゲン

(出典 ) KMK-VereinbarungtiberdieBesetzungvon Professorinnen-undProfessoren

stellenandenHochschulenVereinbarungtiberdieBesetzungvonProfessorinnen10der

ProfessorenstellenandenHochschulen (2008年5月29日文部大臣会議作成資料から)

･招哨委員会 (BerufungskommlSSIOn)は､過半数は教授が占めるが､中間屑である学術暇El

の代来､学生の代寂 も入る｡帝法権のみ もつ者 として男女同権担当FEi｡場を合によっては､略

害者代表､外部の野門家､他学部の構成員､前任者が加わることもある.

･招哨要員会以外の呼門家に所見製Fの作成を依耕する｡

･プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 形 態 と し て は ､ 授 業 の 実 状 (Durchfuhrung elner

Lehrveranstaltung)､自分の教育､研究コンセプ トの政務などがある｡ア ドホ ックなプレゼ

ンテーション (その場で与えられるテーマで)を秋せ られる場合もある｡プレゼンテーショ

ンに引き続いて聴衆 とのディスカッションがある｡そのあと､招槻委員会による非公開の両

統がある｡

･従来は､ ｢大学に対 して権限を有する機関｣ (文部省)が､瓜終的な任命権をもっていたが､

近年の動向として､任命権限が学良に移行 しつつある (衷 11を参照).

安 11 教授任命の管轄権

BW NT 大学

BY 大学 NW 大学

BE 大学 RP

BB SL

HB 大学 SN

HH ST 大学

HE 大学 SH 大草

注1) ハンブルクの人事案件を所管する官庁

2) 教育 ･学術 ･背少年 ･文化省

(凡例) BW=バーデン ヴユルテン-ルク､BY=ハイエルン､BE=-ル ソン､BB=ブラン

デンブルク､HB=ブレーメン､HH=ハンブルク､HE=- ツセン､MV=メクレンプルク ･

フォアボンメルン､NI=ニーダーザクセン､NW =ノル トライン ･ヴェス トファー レン､RP=

ラインラン ト.プフアルツ､SL=ザールラン ト､SN=ザクセン､ST=ザクセン ･アン-ル ト

SH=シュレースグィヒ ･ホルシュタイン､Tli=チュー リンゲン

(出典 )KMK-VerelnbarunguberdleBesetzungYonProfessorlnnen-undProfessoren

stellenandenHochschulenVerelnbarunguberaleBesetzungvonProfessorlnnen-Oder

ProfessorenstellenandenHochschulen(2008年5月29日文部大臣会談作成資料から)

･招職委員会 (BerufungskommlSSIOIl)は､過半数は教授が占めるが.中開屑である学術職員

の代架､学生の代穀 も入る｡解放権のみ もつ者 として男女同権担当′白｡勘合によっては､障

害者代表､外部の三馴'rl家､他学部の構成員､前任者が加わることもある｡

･招牌委n会以外のiLI-門家に所見製Fの作成を依旅する｡

･プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 形 態 と し て は ､ 授 業 の 尖 硫 (Durchfuhrung elner

LehrveranStaltung)､自分の教育､研究コンセプ トの披宙などがある｡ア ドホ ックなプレゼ

ンテーション (その場で与えられるテーマで)を秋せ られる場合もある.プレゼンテーショ

ンに引き続いて聴衆 とのディスカッションがある.そのあと､招柵委員会による非公開の面

談がある｡

･従来は. ｢大学に対 して権限を有する機脱｣ (文部省)が､瓜終約な任命権をもっていたが､

近年の動向として,任命権限が学良に移行 しつつある (衷 11を参,qll)｡

衣 11 教授任命の管轄楯

BW NT 大学

BY 大学 NW 大学

BE 大学 RP

BB SL

HB 大学 SN

HH ST 大学

= 大学 SH 大学

MV rrH 文部省

注1) ハンブルクの人*案件を所管する官庁

2) 教育 ･学術 ･脊少年 ･文化省

(凡例) BW=ハ-デン ･ヴユルテン-ルク､BY=バイエルン､BE=ベル リン､BB=ブラン

デンブルク､HB=ブレーメン､HH=ハンブル ク､HE=- ツセン､MV=メタレンプルク ･

フォアボンメルン､Nl=ニーダーザクセン､NW =ノル トライン ･ヴェス トファー レン､RP=

ラインラン ト･プフアルツ､SL=ザールラ/ ト､SN=ザクセン､ST=ザクセン ･アン-ル ト

SH=シュレースグィヒ ･ホルシュタイン､TH=テユー リンゲン

(出処)KMK･VerelI-baruⅠ一guberdleBesetzungVOI-Professorlnnen･uI-dProfessoren

stellenandenHochschulenVerelnbarunguberdleBesetzungYonProfessormllen-Oder

ProfessorenstellenandenHochschulen(2008年5月29日文部大臣全書投作成資料から)
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6-2.公募の例

大学大綱法は ｢大学教員の職は､公開でかつ通常の場合国際的に､これを公募 しなければなら

ない｡州法は､とりわけジュニアプロフェッサーが教授に任用される場合は､公募義務の例外を

定めることができる｣と規定している (HRG第 45条 ｢大学教員の職の公募｣)｡

以下は､公募の事例である22｡

(1) ミュンヒェン大学近現代史教授

･ミュンヒェン大学歴史 ･芸術学部では､2012年夏学期までに､次の教授ポス トを埋めなけ

ればならない｡

･近現代史教授 (W3)

･教授就任者には､19世紀全般にわたる幅広い研究及び教授能力が期待 される｡ 19世紀

の､ ドイツ史の領域において､ヨーロッパ史ないしヨーロッパ史を超えた分野で､または

19世紀のグローバル化の歴史の分野で卓越 した学術的業績が期待される｡第三者資金取得

経験があること｡

･採用の前提条件は､大学における学習の修了､教育的適性､博士号取得及び大学教授資格

もしくは大学教授資格 と同等の達成により証明される博士号を超える学術的達成またはジ

ュニアプロフェッサーの枠内でもたらされることができる博士号を超える学術的達成｡任

命の時点で満 52歳に達 していないこと｡ 緊急の場合､この点に関して例外を認めること

ができる｡

･重度障害者は､そのほかの本質的な点で同等な資質をもつ と認められる場合は優遇 され

る｡

･ミュンヒェン大学は研究者同士のカップル (Doppelkarriere-Paare)を支援 している｡

･著作の現物は､特別な必要がある場合に提出を求める｡

･志願書類 (履歴書､成績､証明書､著作 リス ト)は､2011年 3月 15日までに､

GeschwisterSchol1-Platzlのミュンヒェン大学歴史 ･芸術学部長のもとに到着 しなけれ

ばならない｡

(2) ベル リン自由大学 教育学教授 (期限付き)

ベル リン自由大学では､ベル リンおよびブランデンブルク州学校の質研究所 (ISQ)との

連携の下で､次の教授を公募する｡

･専門領域 :教育科学および心理学

･学術 領域 :教育科学

･職名 :教育制度における評価および質保証のための大学教授 (Universitatsprofessurftir

EvaluationundQualitatssicherungimBildungswesen)

･給与体系 :給与表 W3の期限付き教授 (5年間)または同じレベルでの職員関係

･番号 :12/35-2010

･任務領域 :ISQ の業務管理および学術的指導 と結合 して､上記専門分野での研究および教

22前掲注(16)の "academics.de"の中から公募掲載ページを参照｡

6-2 公募の例

大学大綱法は ｢大学教員の暇は､公開でかつ通常の場合国際的に､これを公募!しなければなら

ない.州法は､とりわけジュニアプロフェッサーが教授に任用される場合は､公券義務の例外を

定めることができる｣と規定している (HRG第 45灸 ｢大学数11の職の公63･｣).

以下は､公朝:の解例である22｡

(1) ミュンヒェン大学近現代史教授

ミュ ンヒェン大学歴史 .芸術学部では､2012年夏学期までに､次の教授ポス トを埋めなけ

ればならない｡

近現代史教授 (W3)

教授就任者には､19世紀全般にわたる幅広い研究及び教授能力が期待される.19世紀

の､ ドイツ史の領域において､ヨーロッパ史ないしヨーロッパ史を超えた分野で､または

19世紀のグロー-ル化の歴史の分野で卓越 した学術的英紙が期待される｡第三者資金地相

経験があること｡

採用の前粒条件は､大学における学習の修了､教育的適性､博士召取守ilf及び大学数授資格

もしくは大学教授資格と同等の達成により証明される博士号を超える学術的達成またはジ

ュニアプロフェッサーの枠内でもたらされることができる博士号を超える学術的達成｡任

命の時点で満 52接に達していないこと.緊急の場合､この点に関して例外を認めること

ができる｡

丑度略啓者は､そのほかの本質的な点で同等な資質をもつと認められる場合は俊過され

るO

ミュンヒェン大学は研究者同士のカップル (Doppelkarrlere-Paare)を支援 している｡

著作の現物は､特別な必要がある場合に投出を求める｡

志願む簸 (履歴む､成紡､討三明空し 新作 リス ト)は､2011年 3月 15日までに､

GeschwISter-Schol1-Platzlのミュンヒェン大学歴史 ･芸術学部長のもとに到着 しなけれ

ばならない｡

(2) ベル リン自由大学 教育学教授 (期限付き)

ベル リン自由大学では､ベル リンおよびブランデンブルク州学校の質研究所 (ISQ)との

･職名 :教育制度における評価および質保証のための大学教授 (Universitatsprofessurftlr

EvaluationundQualit且tssicherungimBildungswesen)

22帆船注1161の ･aCade,TnCSdeqの中から公外相収ページを参軌

6-2 公募の例

大学大綱法は ｢大学教員の暇は､公開でかつ通常の場合国際的に､これを公募‡しなければなら

ない｡州法は､とりわけジュニアプロフェッサーが教授に任用される場合は､公非超務の例外を

定めることができる｣と規定している (HRG第45灸 r大学数Liの職の公募3･｣)｡

以下は､公募の碑例である22｡

(1) ミュンヒェン大学近現代史教授

ミュンヒェン大学歴史 .芸術学部では､2012年夏草糊までに,次の教授ポス トを埋めなけ

ればならない｡

近現代史教授 (W3)

教授就任省には､19世紀全般にわたる幅広い研究及び教授能力が期待される｡19世紀

の､ ドイツ史の領域において､ヨーロッパ史ないしヨーロッパ史を超えた分野で､または

19世紀の//ローパル化の歴史の分野で卓越 した等術的英紙が期待される｡第三者資金取得

経験があること｡

採用の前提条件は､大学における学習の修了､教育的適性､怖士号収4.'Tf及び大学数授資格

もしくは大学教授資格と同等の達成により証明される博士号を超える学術的達成またはジ

ュニアプロフェッサーの枠内でもたらされることができる拝辞-i:号を超える学術的達成｡任

命の時点で満 52韻に達 していないこと｡緊急の場合､この点に関して例外を雷盗めること

ができる｡

速度陪審名は､そのほかの本質的な点で同等な資質をもつと認められる場合は俊過され

る｡

ミュンヒェン大学は研究者同士のカップル (Doppelkarrlere-Paare)を支援 している｡

著作の現物は､特別な必要がある場合に投出を求める｡

志願む類 (履歴軒､成績､訊三明単F､著作 リス ト)は､2011年 3月 15日までに､

GeschwISter-ScholllPlatzlのミュンヒェン大学歴史 芸術学部長のもとに到着しなけれ

ばならない｡

(2) ベル リン自由大学 教育学教授 (期限付き)

ベル リン自由大学では､ベル リンおよびブランデンブルク州学校の質研究所 (lSQ)との

･職銘 :教育制度における評価および質保証のための大学教授 (Universitatsprofessurftlr

EvaluationundQualit且tssicherungimBildungswesen)

22巾村注(1610)aCad.,TnCSdで の中から公井柑収ページを参tu｡
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書芸
冒 (教授義務 :週あたり2時間)

･任務の特色 :ISQ は､ベル リンおよびブランデンブルクの両州に学術的に基礎づけられた

業務達成を行 うサービス機関であり､次の特色を有する｡

一 教育スタンダー ドと能力水準の機能化

一 比較作業のための課題の開発および標準化

学校の自己評価､他者評価の助成/オンラインによる質問

一 地域のための教育報告

- ベル リンおよびブランデンブルクにおける文部大臣会議の教育スタンダー ドの置き換

えレベルの検証

･ベル リン自由大学における任務の特色 :教育科学研究者および学生のための方法論の教育

･採用のための要件 : ｢ベル リン大学法｣第 100条による｡

･その他の要件 :理論的および方法論的に基礎づけられた学校達成測定の領域における知識

を有すること｡ 教育と関連する研究､政策および実践の共同作業の経験/第三者資金プロ

ジェク トの獲得､実施の経験を有すること｡

･将来期待される活動 :テーマ領域 ｢学校および授業研究｣に関する学部の研究組織構築に

あたっての関与｡

･新たに任期を設けた任用ないし任期の撤廃の可能性がある｡ この場合､ ｢ベル リン州大学

法｣第 102条 2項および第 94条 2項 1文が適用される｡

･同等の資格の場合､重度障害者は優先して考慮される｡

･ベル リン自由大学は､女性の採用を要請している｡

･インターネットURL:www.fu-berlin.de E-Mail:deanfb12@zedat.fu-berlin.de

･書類送付先 :通例の必要書類 とともに通 し番号 12/35-2010を付 して､下記に送付のこ

と｡

Freie UniversitatBerlin,Fachbereich Erziehungswissenschaftund Psychologle,
●

Dekanat,PostfachEwi1,HabelschwerdterAllee45,14195Berlin

6-3.ハイデルベルク大学における教授招碑の手続き

以下では､ハイデルベルク大学を例にして､教授招碑の手続きをより詳細にたどってみる23｡

その流れは､図 3に記したように24､(1)ポス ト補充の決定､(2)職務の記述､(3)公募､(4)招聴

リス トの作成､(5)招聴交渉､(6)採用の大きく6段階に区分できる｡

23以下の記述は､教授招碑の手続き｣関してハイデルベルク大学人事部が作成した資料による (UniversitatHeidelberg(2008))｡

24図 3の右側に､それぞれの手続きにおいて権限を有する部署が記されている｡UniversitatHeidelberg(2008)′S.2.

育 (教授損耗 迎あたり2時間)

任務の特色 ISQは､ベル リンおよびブランデンブルクの両州に学術的によ礎づけられた

英務達成を行 うサーヒス機関であり､次の特色を有する｡

- 教育スタンダー ドと能力水難の機権化

- 比較作菜のための靭主値のFlFl発および標準化

一 学校の自己評価､他者評価の助成/オンラインによる質問

一 地域のための教育報告

- -ル リンおよびブランデンブルクにおける文部大臣会富茂の教育スタンダー ドのJRき換

えレ-ルの検証

ベル リン自由大学における任務の特色 教育科学研究者および学生のための方法論の教育

採用のための要件 r-ル リン大学法｣第 100条による｡

その他の要件 理論的および方法論的に基礎づけられた学校適成測定の領域における知音故

を有すること｡教育とE尖J迎する研究､政策および実践の共同作菜の経験/第三者資金プロ

シェクトの磯村､実施の経験を有することo

将来期待される活動 テ-マ頼域 ｢学校および授業研究｣に関する学部の研究組織構築に

あたっての関与｡

新たに任脚を設けた任用ないし任期の撤廃の可能性があるOこの場合､ ｢-ル リン州大学

法｣第 102粂2項および第 94粂 2項 1文が適用される｡

同等の資格の場合､速度障智者は優先 して考慮される｡

-ル リン自由大学は､女性の採用を嬰王宮事-llしている｡

インターネットURL wwwfu-berllnde E-Mall deanLb12@zedatfu-berllnde

む粗送付先 通例の必要む叛とともに通 し番号 12/35-2010を付 して､下記に送付のこ

と｡

Frele UnlVerSltatBer)ln,FachberelCh ErzlehungswISSenSChaftund Psychologle,

Dekanat,PostfachEwュ1,HabelschwerdterAllee45,14195Berlln

6-3 ハイデルベルク大学における教授招晴の手続き

以下では､ハイデル-ルク大学を例にして､教授招順の手続きをより詳細にたどってみる23｡

その流れは､図 3に記 したように24､(1)ポス ト補充の決定､(2)職務の記述､(3)公募､(4)招聴

リス トの作成､(5)招梢交渉､(6)採用の大きく6段r掛こ区分できるO

24図3の右帆こ､それぞれの手続きにおいて楠附を刑 -る細羽が記されている｡unlYerSItatHe'delbere(2008).52

育 (教授盤携 週あたり2時間)

任務の特色 ISQは､-ル リンおよびブランデンブルクの両州に学術的に基礎づけられた

菜務達成を行 うサービス機関であり､次の特色を有する｡

一 教育スタンダー ドと能力水iI串の機徳化

- 比較作三乾のための靭主値の開発および標準化

一 学校の自己評価､他者評価の助成/オンラインによる質問

一 地域のための教育報告

･ ベル リンおよびブランデンブルクにおける文部大臣金言連の教育スタンダー ドの'Rき換

えレ-ルの検証

-ル リン自由大学における任務の特色 教育科学研究者および学生のための方法論の教育

採用のための要件 ｢ベル リン大学法｣第 100条による｡

その他の要件 理論的および方法鶴的に基礎づけられた学校達成測定の領域における知職

を有すること.教育とE美】迦する研究､政策および実践の共同作業の経験/第三者資金プロ

ジェクトの磯村､実施の経験を有すること｡

将来Jpl持される活動 テーマ餌域 ｢学校および授業研究｣にr姻する学部の研究組純構築に

あたっての関与｡

新たに任期を設けた任用ないし任期の撤廃の可能性がある｡この場合､ ｢ベル リン州大学

法｣第 102粂2項および第 94粂2項 1文が適用される｡

同等の資格の場合､五度障審者は優先 して考促される｡

-/L,リン自由大学は､女性の採用を要雷I■‖ノている｡

インターネットUTiL wwwfu-berllnde E-Mall deanfb12@zedatfu-berllnde

里芋叛送付先 in例の必要早手斯とともに通 し番号 12/35-2010を付 して､下記に送付のこ

と｡

Frele UnlVerSltatBerlln,FachberelCh ErzlehungswISSenSChaftund Psycholog】e,

Dekanat,PostfachEwl1,flabelschwerdterAllee45,14195Berlin

613 ハイデルベルク大学における教授招晴の手続き

以下では､ハイデル-ルク大学を例にして､教授招1特の手続きをより詳細にたどってみる23｡

その流れは､図 3に記 したように2J､(1)ポス ト補充の決定､(2)職務の記述､(3)公井､(4)招聴

リス トの作成､(5)招槻交渉､(6)採用の大きく6段掛 こ区分できる｡

24図3の右帆こ､それぞれの手抱きにおいて犠打iを打する雑署が記されている｡unlVerS-tatHe■delbere(2008).52
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図 3 教授採用に至るまでの手順 (ハイデルベルク大学の場合)

(出所)UniversitatHeidelberg(2008),S.2.

図 3 教授採用に至るまでの手順 (ハイデルベルク大学の場合)

l1.ポス トの- l l1.1設 備 Ll 軸 l

1.2給与のランク LJ 細 筆細 事会 l

且 1-3#充の決定 Ll 学- 事会 ll2-職務の記述l l2.1SEPと一致 l

2,2SEPか ら逸脱 Ll 学部 絹 会.大学鮮 会 文相 l

且 2,3舶 ｢ . ｢ 印 鰍 大郷 会 文相 l

2.4招聴委員会 ｢｢ 学部 学長見事会 ll3.公募 l l3.1文面作成 Ll 学部 l

｣ l3.2公 告 l . 人相 l

l4.1招碑の提案 ll .学部.学科 招恥重畳会
l

A 4.2単純の同意 l軸

. 常議会4.3評議会の同意

4.4学長見事会の決定 l 学長理事会

4.5文献省 の了解 l 9滴%

l5-柵交渉l 5,1招碑内定 学長理事会

A6一挽 用 】

5.2設備交渉 ll l学部一手や 手長電事套

5.3給与交渉 l ll 学長理事会

5_4招碑の決定 l 学長理事会

(出所)UniversitatHeidelberg(2008),S.2.

LgJ3 教授採用に至るまでの手順 (-イデルベルク大学の勘合)

l

a 1.2給与のランク LJ 紬 触 軸 l

1.3清元の決定 Ll 事初 軸 l

l l l

a し旦旦旦堅_垂三と塗塵Jl l l .--1 帥 辞触 .大和 事金 文相 l2.3曲名 Ll.一･.一･.｣ 相 伴鵬 .大事小 金 文相 l
ごJ やA古1主 トー.一･･.-.-1 細 事tt●▲ l

｢盲榊 コ .一･ . -1 細 l｣首~~｣｣ E≡≡喜喜≡∃ 人- ■l L . __ー l

l. 剛 スト laE垂室∈]a[亘垂 = コ 4_2単純の同X Ll l l .-.｣ 紬 l

｢石 盲壷云石 高訂 1--------.-｣ 辞軸 l

14ytJE+*吋 t ト ー.一･･.--1 叫 t◆■ l

4.5文 船 の 丁解 ri 文B省l

l5_1招恥内定 ] 単組 事余 l

5{■削■やホ ト.一･･.-.--1 +Jt.P W +* l

53鈴与文辞 トー.一･･.一･.-1 叫 t◆■ l

5.4招略の決定 ト1 棚 事金 l

6.1渓用文事作成 Ll 人事郷 l

卓+ご件冶 qdキ トー.一･･.一･･.1 t■f l

63片倉や{ トー.一･･.-1 q I叫 l

(出所)UnlVerSltatHeldelberg(2008),S2
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(1) ポス ト補充の決定

教授ポス トが空席 となる場合､補充するか否かが検討される｡補充する場合､学部は､学長理

事会25に ｢補充願｣を申請する｡申請書には､必要な設備､どのレベルの教授を想定しているか

が記載される｡ポス ト補充の決定は､学長理事会が行 う｡

(2) 職務の記述 (Funktionsbeschreibung)

① 補充することが決まると､その職務について記述される26｡補充する教授の職務がハイ

デルベルク大学の ｢構造および発展計画｣(SEP)に盛 り込まれていない内容の場合､

評議会27､大学理事会28に諮 り､バーデン ･ヴユルテンベルク州学術 ･研究 ･文化省

(以下､学術省)の認可を得る｡

② 招聴委員会が設置される｡

･学部は､招聴委員会委員の人選の提案権を有する｡

･学長理事会は､学部の同意を得て招聴委員会を設ける｡

③ 招聴委員会の委員 となる者は､以下のとお りである｡

･統括 (Leitung)者 として､学部理事会または学長理事会の構成員

･教授 (過半数以上)

･他学部の教授 :2名

･少なくとも 1名の大学外の専門家

･専門に通じた女性 2名

･学術協力者等の代表 1名

･学生 1名

このほかに審議権 (beratendeStimme)のみをもって次の者が委員会に参加する｡

25ハイデルベルク大学の ｢学長理事会｣(Rektorrat)は､学長､副学長 4名 (研究担当､国際関係担当､質保障担当､教育担

当)､事務局長の 6名で構成されている｡

26バーデン ･ヴユルテンベルク州大学法では､次のように規定されている｡ ｢教授の正規定員の機能記述にあたっては､担当

する専門の適切な幅が考慮される｡ 職務課題の決定は､適切な間隔で検証の留保のもとにある｡ポス トの機能記述またはそ

の変更､ならびに職務課題の決定に関しては､大学の申請により学術大臣が決定する｡ 当該学部または専門部会､当事者は

事前にヒアリングを受ける｣ (第 46条 3項)｡

27大学理事会 (Universitatsrat)は､外部有識者 6名､学内出身者 5名 (教授 3名､学術職員 1名､学生 1名)の 11名で構成

される｡なお､大学理事会のメンバー､文部省職員も同席する (ただし､議決権は有しない)｡

28全学評議会 (senat)は､学長､副学長 (4名)､事務局長､学部長 12名､教授代表 8名､学術職員代表 4名､事務職員代

表 4名､学生代表 4名から構成されている｡

(1) ポス ト補充の決定

教授ポス トが空JH.となる場合､補充す るか否かが検汀寸される｡補充する場合､学部は､学長理

節会25に ｢補充願｣を中富F'け る｡ 中計IL掛 こは､必要な設Mil､どの レ-ルの教授 を想定 しているか

が記職 され る.ポス ト補充の決定は､学長理節会が行 う｡

(2) 職務の記述 (Funkt10nSbeschrelbung)

(む 補充す ることが決まると､その職務について記述 され る26｡補充する教授の職務がハイ

デ/i,へ/i,ク大学の r梢造お よび発展Tr画J(SEP)に盛 り込まれていない内容の場合､

評議会27､大学理事会28に諮 り､パーデン ･ヴユルテ ン-ル ク州学術 ･研究 .文化省

(以下､学術省)の認可を得る｡

② 招聴委員会が殻出 される｡

･学部は､招梢委員会委員の人選の提案権を有する.

･学長埋却:会は､学部の同173を得て招哨委員会を設ける｡

(参 招聴委員会の委員 となる名は､以下のとお りであるO

･統括 (Leltung)名 として､学部埋封i会または学長理市会の桃成員

･教授 (過半数以上)

･他学部の教授 2名

･少な くとも 1名の大学外の中門家

･中門に通 じた女性 2名

･学術協力者等の代表 1名

･学生 1名

このほかに審確権 (beratendeStlmme)のみをもって次の名が委員会に参加す る｡

2～ハイデルベルク大if:の r学長理.拝金HRektorral)紘,+長,別+長 4糸 (研兜担当､凶際関係如当 質保障担当､即 納

当)､¶務局長の6名で偶成されている｡

26/く-チ/ ヴユルテ/ベルク州大+法では,次のように規定されている｡r教授の正規定Llの機能記述にあたって札 担当

する･17門の適9)な幅が考搬される｡低額謀湖の決定は､通り)なrln隅で検7Ltの何促のもとにある｡ポストの槻随XIL.述またはそ

の変史､ならびに琳紡現題の決定にrPlしては､大'+のFPぎ削こより亡f-術大臣が決定する.当該亡f:部または1.3円部会 当市者は

竹前にヒアリ/グを受ける｣ (節 46粂 3項)｡

27大字甥,拝金 (un.ve,S.tat,,at)紘,外部右Su 6銘,+内出身者S糸 (教授3礼 /+術俄貝1銘./+坐l糸)の11銘で構成

される｡なお､大+理tF会のメ/メ-､文部省僻見も同席する (ただし.議決権は布しない)i

28全学#議会 (senat)紘.)+長､副学長 (4糸),≠務Ja長.+部長 12名.教授代衣B銘,学術峨且代表4銘,trF務府AIで

衣4名､+生代-2そ4名から偶成されている｡

(1) ポス ト糾充の決定

教授ポス トが空席となる場合､補充するか否かが検討される｡補充する勘合､学部は､学長理

解 会25に ｢補充願｣を中宮l■け る｡中細illには､必要な設焔.どのレ-ルの教授を想定 しているか

が記搬される.ポス ト補充の決定は､学良月I-?Ji会が行 う｡

(2) 職務の記述 (FunktlOnSbeschre】bung)

(む 郁充することが決まると､その職務について記述され る 26｡補充する教授の職務がハイ

デルベルク大学の ｢構造および発展計画J(SEP)に盛 り込まれていない内容の場合､

評淡 会27､大学理串 会28に諮 り､パーデン ･ヴユルチン-ルク州学術 ･研究 ･文化省

(以下､学術省)の認可を得るQ

(多 相恥委員会が設1出される｡

･学部は､招杓委員会委員の人選の提案権を有する｡

･学良腰都会は､学部の同音を得て招槻委員会を設ける｡

③ 確聴委員会の委員となる者は､以下のとおりである.

･統括 (Leltung)省として､学部埋市会または学長理2拝金の構成員

･教授 (過半数以上)

･他学部の教程 2名

･少なくとも1名の大学外の中門家

･呼門に通 じた女性 2名

･学術協力者等の代表 1名

･学生 1名

このほかに密談権 (beratendeStlmme)のみをもって次の者が委員会に参加する｡

2～ハイデルベルク大字の rif-長町 拝全日Rektorrat)は,学長､W+長 4 1,(研究相当､国際関係担当 質保障軸当､数7'細

当) 耳珠局長の6名で偶成されている｡

26/く-チ/ ヴユルチンベルク州大/+汰では,次のように規定されている. r教授の止規定Llの穏健記述にあたっては.相当

する中門の適切な幅が考慮される｡t政務課越の決定は､通り)な間隔で検Jd-の仰保のもとにある｡ポス トの性能記述またはそ

の変史､ならびに琳拷談塊の決在にrqしては､大/+のrfli削こより一声術大群が決定する｡当該亡f:劫またはL射lFl休会.当市者は

1杵肌にヒアリングを受ける｣ (那 463kj項)｡

27大+男,拝金 (unNe,S.tats,at)Fま,外部市投石 6鶴.+山出身者 S糸 (教授 3札 /+術破月1名./+生 1名)の 11銘で捕成

される｡なお､大+理市会のメン/i-､文部省風見も同席する (ただし.議決掛 ま有 しない)｡

28仝竿秤議会 (Senat)紘.学長､副十是 (4銘),¶務Jl.3良 +部長 12名.教授代衣 84.,+術破瓜代表 4軋 .F務職即 t

米4翁./+生代･324名から構成されている｡
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･男女平等問題受託官 (Gleichstellungsbeauftragte) (バーデン ･ヴユルテンベルク州

大学法第 (LHG)第 4条)

･評議会報告者 (Senatsberichterstatter) 29

(3) 公募 (LHG第 48条 2項)

基本原則 として､教授は､通例国際的に公募されなければならないとされている｡ 公募の文面

は､学部が作成する｡ ｢同等な資質の場合の女性､重度障害者優遇｣の文言を入れるものとされ

ている｡ 公告の事務は､大学人事部が行 う｡

(4) 招聴 リス トの作成 (LHG第 48条 4項, ｢大学定款｣第 24条)

① 招聴委員会は､到着 した志願者の書類を吟味し､予備選抜を行 う (大体 8名位に絞 り

込む)｡

② 予備選抜された志願者に公開の講演 (30-45分程度)を課 し､引き続き質疑応答の時

間を設ける (15-20分)｡

③ 公開の講演 と質疑応答の終了後､招聴委員会による面談を行い､志願者を 3ないし 5

名位に絞ったリス トを作成する (順位はまだっけない)｡

④ この者たちの業績について､委員以外の外部の専門家 (少なくとも 2名)に所見を求

める｡

⑤ 学部の学習担当部長 (Studiendekan)は､リス トに掲載された候補者の教育上の能力

および経験について意見を表明する｡

⑥ 男女平等問題受託官は､男女平等が考慮されているかどうか等について意見を表明す

る｡

⑦ 外部専門家の所見を参考にして､招聴委員会は､順位を付けた招聴 リス トを決定する｡

そのあと次の順序で学内の同意を得る (図 4を参照)｡

･まず学部の同意 (Zustimmung)を得る｡得られない場合は差し戻しとなる｡

･次に､評議会の同意を得る｡ 得 られない場合は差 し戻 しとなる｡ なお､評議会報告

者は､招聴委員会でどんな議論が行われたかその経過を評議会で報告する｡

･以上を経て学長理事会は､招聴提案について学内最終決定をする (同意が得 られな

い場合は差し戻し｡

･招聴提案のなかに盛 り込まれる内容は以下のとお りである｡

29機能記述に関する立場表明とともに､評議会は評議会報告者を任命する｡

男女平等問煩受託包 (GlelChstellungsbeauftragte) (/i-デン ･ヴユルテン-ルク州

大学法第 (LHG)第 4粂)

･評嘗遠会報告者 (SenatsberlChterstatter)29

(3) 公非 (LHG第 48粂 2項)

並木Ijiミ則としで､教授は､通例国際的に公募されなければならないとされている｡公募の文面

は､学部が作成する｡ ｢同等な資質の場合の女性､五度障害名優遇｣の文吉を入れるものとされ

ている｡公告の解凍は､大学人布部が行 う｡

(4) 招聴 リス トの作成 (LHG第 48粂4項, ｢大学定款J爺24粂)

(D 招弛委il会は､到着 した志願者の空き類を吟味し､予揃選抜を行 う (大体 8名位に絞 り

込む)｡

② 予備選抜された志願者に公開のEWDl'(30-45分程度)を課 し､引き絞き質疑応答の時

rl'j】を昆RrLける (15-20分)｡

(参 公開の各港淡と質疑応答の終了後､招聴委員会による両統を行い､志願者を 3ないし 5

名位に絞ったリス トを作成する (順位はまだつけない)O

毎) この者たちの英紙について､番Ll以外の外部の専門家 (少なくとも 2名)に所見を求

める｡

⑤ 学部の学習担当部長 (Studlendekan)は､リス トに掲赦された候補者の教育上の能力

および経験について意見を袈明するC

⑥ itv,女平等PLH趨受託官は､男,女平等が考慮されているかどうか等について古見を表明す

る｡

(勤 外部専門家の所見を参考にして､招聴委員会は､順位を付けた栢聴 リス トを決定するO

そのあと次の順序で学内の同意を得る (図 4を参照)O

･まず学部の同意 (Zustlmmung)を4.ETFる｡1.E'iられない場合は差 し戻しとなる｡

･次に､評謎会の同意を不]fる｡得られないi毅l-合は差 し戻 しとなる｡なお､評識会報告

者は､招聴委11会でどんな談論が行われたかその経過を評談会で報告する｡

･以上を経て学長理事会は､招聴提案について学内応終決定をする (同意が得られな

い勘合は差し戻し.

･招哨提案のなかに盛 り込まれる内容は以下のとおりである.

2'機能記述に関する立舶来明とともに,#議会は許諾会報告者を任命する｡

男女平等関越受託官 (GlelChstellungsbeauftragte) (パーデン ･ヴユルチン-ルク州

大学法第 (LHG)第 4粂)

評法会報告者 (SenatsberlChterstatter)29

(3) 公募買(LHG第 48粂2項)

基本Ij;ミ刑として､教授は､通例国際的に公募されなければならないとされているo公募の文面

は､学部が作成する｡ ｢同等な資質の場合の女性､志度障書名鮭遇｣の文吉を入れるものとされ

ている｡公告の群務は､大学人却部が行 う｡

(4) 招聴 リス トの作成 (LHG折48粂4項, ｢大学定款｣第 24粂)

(D 招職委iユ会は､到着 した志願者のT_芋類を吟味し､予輔)選抜を行 う (大体 8名位に絞 り

込む)｡

(多 子仰選抜された志頗者に公r淵の喜Wjf(30-45分程度)を課 し､引き続き質疑応答の時

rl'j】を設ける (15-20分)｡

③ 公開の諦淡と質疑応答の終了後､招聴委員会による両歌を行い､志願者を 3ないし 5

名位に絞ったリス トを作成する (順位はまだっけない).

径) この者たちの薬続について､番Ll以外の外部の専門家 (少なくとも 2名)に所見を求

める｡

⑤ 学部の学習担当部艮 (Studlendekan)は､ リス トに抱准された候補者の教育上の能力

および経験について芯兄を表明するO

⑥ itv,女平等関越受託官は､9=i女平等が考慮されているかどうか等について忘兄を表明す

る｡

(勤 外部専門家の所見を参考にして､招聴委員会は､順位を付けた招槻 リス トを決定する.

そのあと次の順序で学内の同意を得る (担】4を参照).

･まず学部の同意 (Zustlmmung)を4.J'iる04掠られない場合は差し戻しとなる｡

･次に､評法会の同忠を守!lfる｡得られない場合は差し戻 しとなる｡なお､評議会報告

者は､招聴委員会でどんな誠胎が行われたかその経過を評議会で報告する｡

･以上を経て学良堺市会は､招服従案について学内瓜終決定をする (同意が得られな

い勘合は差 し戻し｡

･招哨提案のなかに盛 り込まれる内容は以下のとおりである｡

2'性能WL.速に関する立舶SIi明とともに,秤議会は評注会報告者を任命する.
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(5) 招聴交渉

招聴候補者が内定するとその者 との間で招聴交渉が開始される｡

① 招聴候補者は､学部長､学科長 と処遇面で予備面談する｡

② 招聴候補者は､文書で設備面､給与面での希望を表明する｡

③ 学部長､学科長､学長理事会 との間で予備交渉が行われる｡

④ 学長理事会 と招聴候補者 との間で､設備面､給与面について招聴交渉が行われる｡

⑤ 交渉結果が学長理事会で承認 される｡

⑥ 招聴候補者は､招聴交渉で取 り決められた内容が記載 された文書を受領する｡

(6) 採用

① 招聴候補者は､任命に関する書類に必要事項を記載する｡

② 人事部は､この書類を学術省に提出する｡

③ 文部省は､任命文書を作成する｡

④ 任命文書に､州首相 (Ministerprasident)がサインする｡

⑤ 招聴手続きがすべて終了する｡学長から辞令が手渡される｡

以上､ハイデルベルク大学における教授採用に至る手続きを概観 した｡なお､基本的に大学教

授の採用にあたり年齢制限はない30｡ただし採用にあた り年齢を考慮することはできる｡ 各州の

規定による｡ たとえば､バーデン ･ヴユルテンベルク､- ツセン､ラインラン ト･プフアルツ､

ザクセンでは､終身官吏に関する年齢制限を 50歳においている｡ ノル トライン ･ヴェス トファ

ーレンでは､官吏の採用は 45歳までとなっている｡ バイエルンとテユー リンゲンでは終身官吏

は 52歳までとされている｡ 採用年齢を超えていても財務大臣の同意の下で個々のケースで判断

される｡外国人､産業界出身者など考慮される｡

7.大学教員の昇進 (昇進の年齢等に関するルール､昇進の基準､決定方法)

要点を記す と次のようになる｡

･大学教員の昇格は､基本的に他大学-の移動によるものとされる｡

･教授は､Wl(ジュニアプロフェッサー)からW2(教授)､W2からW3(正教授) とい うよ

うに､上位のランクに昇進するためには､公募に応 じなければならない｡公募では､基本的

30前掲注(16)の"academics.de"の中から ｢年齢制限｣について記載された記事を参照｡

(http://www.academics.de/wissenschaft/altersgrenzenjuer+habilitation+und+Professur+in+deutschland+41749.html)

(5) 招槻交渉

招哨候補者が内定するとその者 との問で招恥交渉が開始される｡

(丑 相称候補者は､学部長､学科長と処遇面で予Oh'l面談する.

(多 相聴候補者は､文‡iriで設備面､給与面での希望を表明する.

@ 学部長､学科長､学長理非会との間で予備交渉が行われるO

(彰 学長理琳会と招聴候補者との間で､設鵬面､給与面について招】特交渉が行われる.

⑤ 交渉結果が学長理非会で承認される｡

@ 招聴候補者は､招聴交渉で取り決められた内容が記織された文むを受領する｡

(6) 採用

(丑 招聴候榔者は､任命に関する空き類に必要事項を記淑する.

(参 入三好部は､このFJt粗を学術省に提出する｡

(卦 文部省は､任命文空きを作成する｡

④ 任命文むに､州首相 (MlnLSterpraSldent)がサインする｡

(9 招聴手続きがすべて終了する｡学長から辞令が手渡されるO

以上､-イデルへ/i,ク大学における教授採用に至る手続きを概観した.なお､益本的に大学教

授の採用にあたり年齢制限はない30｡ただし採用にあたり年齢を考慮することはできる｡各州の

規定による｡たとえば､パーデン ･ヴユルチンベルク､-ッセン､ラインラン ト･プファルツ､

ザクセンでは､終身官吏にr#け る年齢制限を 50歳においている｡ノル トライン ･ヴェス トファ

ーレンでは､官吏の採用は 45歳までとなっている｡-イエルンとテユー リングンでは終身官吏

は 52歳までとされている.採用年齢を超えていても財務大任の同意の下で個々のケースで判断

されるO外国人､産業界出身者など考慮される｡

7 大学教員の昇進 (昇進の年齢等に関するルール､昇進の基準､決定方法)

要点を記すと次のようになるO

･大学教員の昇格は､基本的に他大学-の移1PJによるものとされる｡

･教授は､Wl(ジュニアプロフェッサー)からW2(教授)､W2からW3(正教授)というよ

うに､上位のランクに昇進するためには､公非に応 じなければならない.公63･では､基本的

30酌柏注(16)の"acAd(･mlCSde"の中から r咋齢制剛 について記載されたXIL_17fを参楓,

(5) 招恥交渉

招槻候補者が内定するとその者との関で招恥交渉が開始される｡

(D 招P,L候補者は､学部長､学科長と処遇面でI-f･Oh'l面談する｡

② 招聴候補者は､文;i芋で設備i面､給与面での希望を表明する.

③ 学部長､学科長､学長理非会との間で予備交渉が行われる｡

(む 学良理解会と招聴候補者との間で､殻焔面､給与面について招】杓交渉が行われる｡

(9 交渉結果が学長理事会で承認される｡

⑥ 招聴候榔者は､招聴交渉で取り決められた内容が記徹された文缶を受領する｡

(6) 採用

(D 招恥候榔者は､任命に関するか桁に必要額Flf1-を記搬する｡

② 人ホ部は､このTJt類を学術省に提出する｡

③ 文部省は､任命文恥を作成する｡

① 任命文掛 こ､州首相 (MlnlSterpraSldent)がサインする｡

⑤ 招聴手続きがすべて終了する｡学良から辞令が手渡される｡

以上.ハイデル-ルク大学における教授採用に至る手続きを概観 した｡なお､並木的に大学教

授の採用にあたり年齢制限はない30｡ただし採用にあたり年齢を考慮することはできる｡各州の

規定によるOたとえば､パーデン .グユルチンベルク､ - ッセン､ラインラン ト･プファルツ､

ザクセンでは､終身官吏に関する年齢制限を 50歳においている｡ノル トライン ･ヴェス トファ

ーレンでは､官吏の採用は 45歳までとなっている｡バイエルンとテユーリンゲンでは終身′自吏

は 52歳までとされている.採用年齢を超えていでも財務大佐の同意の下で個々のケースで判断

される.外国人､産業界出身者など考越される｡

7 大学教員の昇進 (昇進の年齢等に関するルール､昇進の基準､決定方法)

要点を記すと次のようになる｡

･大学教員の月格は､基本的に他大学-の移動によるものとされる｡

･教授は､Wl(ジュニアプロフェッサー)からW2(教授)､W2からW3(正教授)というよ

うに､上位のランクに昇進するためには､公巷第に応 じなければならない.公#-では､並木的

30m柑注(16)の-auIdcmicsde"の中から r咋齢制軌 について誼殺された記耳を番凪,

仏tLが〟wwwnm dcmicsddwiBBCtlSChaftLrhlTtcrsm … rm汀 h,lhLHtntiDn LLnd DrOreSSLLrin dclllSChl.lnd Ll17Ll9hLrn))
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に同一学内出身者は招聴されない (理由のある特別の場合にのみ認められる)｡ したがって

教授 (W2)となっても､W2からW3-の昇進は､基本的には同一学内で認められない｡

･例外として次のようなケースは考えられる｡W2の者が他大学からW3教授 として招聴される

ことになった場合､残留交渉 (Bleibeverhandlung)のなかで､大学を移ることなしにW3教

授となることは可能である31｡

以下は､ハイデルベルク大学 BernhardEitel学長､エアランゲン ◎ニュルンベルク大学 Ka損

DieterGr亀ske学長の経歴である32Cl,

1959年 :カールスルーエで生まれる

1979年 :大学人学資格 (アビトクーア)取得

1980- 1986年 :カールスルーエ大学で地理および ドイツ語 ドイツ文学を専攻

(国家試験合格)

1986-1989年 :カールスルーエ大学地理学および地球生態学インステイトクー ト学術雇員

(Wissenscha氏1icherAngestellter)

1989年 :博士号取得 (シュトクツトガル ト大学, 卓越した成績)

1989年 :シュトクツトガル ト大学地理学インステイトクー ト学術雇員

1989-1995年 :シュトクツトガル ト大学地理学インステイトクー ト学術助言者

(AkademischerRat)

1994年 :大学教授資格取得 (シュトクツトガル ト大学)

1995年 :パッサウ大学自然地理学教授 (C3)

2000年 :ゲッティンゲン大学自然地理学教授招聴 (辞退)

2001年 :バイロイ ト大学自然地理学教授招聴 (辞退)

2001年からハイデルベルク大学自然地理学正教授 (C4)､地理学インステイトクー ト主任

2002-2004年 :化学および地球科学学部学部長代理

2004-2006年 :数学 ･自然科学総合学部学部長､化学および地球科学学部学部長

2005-2006年 :評議会スポークスマン

2006-2007年 :化学および地球科学学部学部長代理

2007年からハイデルベルク大学学長 (Rektor)

31たとえば､ ｢関連する条文｣に掲げた ｢ヘッセン州大学法｣第63条1項を参照｡

32い ずれもそれぞれの大学のホームページを参照｡

に同一学内出身者は招服されない (理由のある特別の勘合にのみ認められる)o Lたがって

教授 (W2)となっても､W2からW3-の昇進は､基本的には同一学内で認められないC

･例外として次のようなケースは考えられる｡W2の者が他大学からW3教授として招聯される

ことになった場合､残留交渉 (Blelbeverhandlung)のなかで､大学を移ることなしに W3教

授となることは可経である31.

以下は､-イデル-ルク大学 BernhardELtel学長､エアラングン ･ニュルン-ル//大Jtjt'Karl

DleterGruske学長の経歴である註2｡

-イデル-ルク大学 BernhardEltel学長

1959年 カールスルー工で生まれる

1979年 大学人学資格 (アヒトクーア)取得

1980-1986年 カールスルーエ大学で地坪および ドイツ語 ドイツ文学を専攻

(国家試験合格)

1986-1989年 カールスルーエ大字地理学および地球生態学インステイトクー ト学術屈fi

(WISSenSChartllCherAngestellter)

1989年 博士号取41‡(シュ トクツトガル ト大学, 卓越 した成績)

1989年 シュ トクツトガル ト大学地冴学インステイ トクー ト学術雇員

1989-1995年 シュ トクツトガル ト大学地理学インステイトクー ト学術助言者

(AkademlSCherRat)

1994年 大学数授資格取棉 (シュ トクツトガル ト大学)

1995年 パッサウ大学自然地理学教授 (C3)

2000年 ゲッティンゲン大学自然地理学教授招槻 (辞退)

2001年 バイロイ ト大学自然地理学教授招槻 (辞退)

2001年から-イデル-′レク大学自然地理学正教授 (C4)､地理学インステイトクー ト主任

2002-2004年 化学および地球科学学部学部長代理

2004-2006年 数学 ･自然科学総合学部学部長､化学および地球科学学部学部長

2005-2006年 評言遊金スポークスマン

2006-2007年 化学および地球科学学部学部長代恐

2007年から-イデル-′レク大学学長 (Rektor)

31たとPLば､ ｢関迎する条丸 に掲げた rヘッセン州大学法｣郡63粂1項を参LJ]｡

31いずれもそれぞれの大L1-のホームページを参軌

に同一学内出身者は招服されない (埋由のある特別の勘合にのみ認められる)｡ したがって

教授 (W2)となっても､W2からW3-の昇進は､玉木的には同一学内で認められないQ

･例外として次のようなケースは考えられる｡W2の名が他大学からW3教授として招服される

ことになった城合､残留交渉 (Blelbeverhandlung)のなかで､大学を移ることなしに W3教

授となることは可経である31｡

以下は､-イデル-ルク大学 BernhardEltel学長､エアラングン ･ニュルン-ルク大学 Ka11

DleterGruske学長の経歴である32｡

ハイデル-ルク大学 BernhardEltel学長

1959年 カールスルー工で生まれる

1979年 大学人学資格 (アヒトウ-ア)取得

1980-1986年 カールスルーエ大学で地坪および ドイツ語 ドイツ文学を申攻

(国家訳験合格)

1986-1989年 カールスルーエ大学地理学および地球生態学インステイトクー ト学術雁員

(WISSenSChaftllCherAngestellter)

1989年 博士号放彬 (シュ トウyトガル ト大学, 卓越 した成統)

1989年 シュ トクツトガル ト大学地理学インステイ トクー ト学術雇員

198911995年 シュ トクツトガル ト大学地理学インステイトウ- ト学術助言者

(AkademlSCherRat)

1994年 大学数授資格取補 (シュ トr)ツトガル ト大学)

1995年 パ ッサウ大学自然地理学教授 (C3)

2000年 ゲッティンゲン大学自然地理学教授招槻 (辞退)

2001年 バイロイ ト大学自然地理学教授招碑 (辞退)

2001年から-イデル-′レク大学自然地理学正教授 (C4)､地理学インステイ トクー ト主任

2002-2004年 化学および地球科学学部学部長代群

2004-2006年 数学 ･自然科学総合学部学部長､化学および地球科学学部学部長

2005-2006年 評議会スポークスマン

2006-2007年 化学および地球科学学部学部長代理

2007年からハイデル-ルク大学学長 (Rektor)

31たとぇば､ ｢ru迎する条文｣に柑げた rヘッセ/州大学酷｣祈63粂lEaを参帆

31いずれもそれぞれの大1-のホームページをお札




